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■個人情報保護に関する公表文 
個人情報取扱事業者 

ಹ財団法人ઢ記挡医学財団挛掹診探所 
2018 ফ 4 月 1 日 

個人情報保護拻৶者 事務শ 
 

ಹ財団法人ઢ記挡医学財団（以下、「当財団」という。）は、個人情報の保護に関する法、個人情報の保
護に関する基本方針（ద議ৠ定）、個人情報の保護に関する法施ষഥ、個人情報の保護に関する法に基づく
個人情報保護委員会の定める崔イドラインに基づき、取得する個人情報のਹ৷目的、第三者提供、開示等の求めに
応じる手続きおよび苦情受付に関する事項を公表いたします。 
なお、従業員などの౻৷拻৶に関する個人情報については、本公表には捋峩ません。 

 
公表事項 

当財団は、昭和 16 ফのਝয়以来峹がবの公ಃ衛生の上にఞ拜することを目的とし必要な事業を展開し
てまいりました。 
私どもは事業を展開してまいります上で、機密レベルの高いセンシティブな情報を扱っていることをから、プライバ
シー及び個人情報保護の要ਙと社会ਙをਘく認掟し、JIS Q 15001に準拠した個人情報保護方針を定
め、個人情報のి正拻৶にめております。 
また、当財団挛掹診探所（以下、「当所」という。）では、受診者様への説明と納得に基づく健診（インフォ
ームド・コンセント）および個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。 
 

I. 個人情報の提供 
（1） 健診情報の提供 

ご自身の病状や探について質問やਂ安がおありになる場合は、遠慮なく、ઉ捴、担当医師また
は看護師に質問し、説明を受けてください。この場合には、特別の手続きは必要ありません。 

（2） 診探情報の提供 
ご自身の病状や探について質問やਂ安がおありになる場合は、遠慮なく、ઉ捴、担当医師また
は看護師に質問し、説明を受けてください。この場合には、特別の手続きは必要ありません。 

II. 個人情報の開示 
（1） 健診情報の開示 

ご自身の健診記録の閲覧や謄写をご希望の場合は、遠慮なく、担当医師または看護師に開示を
お申し出ください。ご本人確認等の必要な手続きを経たうえで対応します。尚、開示・謄写に必要
な実ાをいただきますので、ごവഅください。  

（2） 診探情報の開示 
ご自身の診探記録の閲覧や謄写をご希望の場合は、遠慮なく、担当医師または看護師に開示を
お申し出ください。ご本人確認等の必要な手続きを経たうえで対応します。尚、開示・謄写に必要
な実ાをいただきますので、ごവഅください。 

III. 個人情報の訂正及び削除 
 個人情報とは、氏名、住所等、特定の個人を掟別できる情報をいます。 
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（1） 健診情報の訂正及び削除 
当所が保有する健康診記録等の個人情報が事実と౮なる場合に限り、内容の訂正・削除を求
めることができます。担当医師にお申し出ください。調査の上、速やかに対応いたします。 

（2） 診探情報の訂正及び削除 
当所が保有する個人情報（診探記録等）が事実と౮なる場合に限り、内容の訂正・削除を求め
ることができます。担当医師にお申し出ください。調査の上、速やかに対応いたします。 

IV. 個人情報のਹ৷目的 
 個人情報は法ഥや以下の場合を除き、別に定める当所における個人情報の取得目的」 に記載した取

得目的の範囲を捪えてਹ৷及び提供いたしません。 
 健診予৺のಌ、保険証等の確認等、ಸਙを認めた内容について、受診者様ご本人に連絡する場

合があります。 
ただし、事前に受付（健診または外来窓口）までお申し出があった場合は、連絡いたしません。 

 外来予৺（診察・検査・૪઼・拗等）のಌ、保険証等の確認等、ಸਙを認めた内容について、
患者様ご本人に連絡する場合があります。 
ただし、事前に受付（健診または外来窓口）までお申し出があった場合は、連絡いたしません。 

 健診及び外来では、事故防止・安全確保のために氏名の呼び出しをさせていただいております。 
 個人情報を૪৶（取得、保拻、維持、廃棄）委託するために外部事業者へ提供することがあります。 

その場合は当該事業者と個人情報の保護を捋峪委託ీ৺をഁ結したうえで当所が拻৶監挠します。 
(1) 当所における個人情報の取得目的 

(1) 患者様等への医探の提供に必要な取得目的 
1) 当所でのਹ৷ 

 当で患者様等（検診・健診・ド崫崗を捋峪）に医探サービス提供のため 
 医探保険事務のため 
 患者様等にબる拻৶運営業務のうち、次の各項目を実施するため 

� 会計・経৶ 
� 質上・安全確保・医探事故あるいは未然防止等の分析・報告 
� 患者様等への医探サービスの上 

2) 他の事業者等への情報提供 
 当所が患者様等に提供する医探のうち、次の各項目を実施するため 

� 他の病、診探所、ఇ拈との連携 
� 他の医探機関等からの照会への回答 
� 患者様等の診探等に当たり、外部の医師等の意ৄ・捉を求める場合 
� 検体検査業務の委託・その他の業務委託 
� 家族等への病状説明 

 医探保険事務のうち、次の各項目を実施するため 
� 保険事務の委託 
� 審査支払機関又は保険者へのレセプトの提出 
� 審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

 事業者等からの委託を受けて健康診等をষった場合における、事業者等へのその結
果の通知 
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 医師๖責任保険などにબる、医探に関する掭挋の団体、保険会社等への相談又は
届出等 

 第３者機関への質上・安全確保・医探事故対応・未然防止等のための報告 
 

(2) 上記以外の取得目的 
1) 当所でのਹ৷ 

 医探機関等の拻৶運営業務のうち、次の各項目を実施するため 
� 医探・捈護サービスや業務の維持・ఒのための基ຊৱમ作ਛ 
� 医探 
� 医師・看護師・ఇද師・検査ૼ師・择ೝ拓ૼ師・৶学探法・౭ു・医探事

務等の学生実ಆへのੈৡ 
� 医師・看護師・ఇද師・検査ૼ師・择ೝ拓ૼ師・৶学探法・౭ു等のઇ挞・

研修の実施 
� ඪ捁検挎・研捨およびღ検・ಏ෫病৶検挎会等の拎検挎 
� 研捨、挧及び捅後ಏ෫挧の場合。関બする法ഥ、針に従いਤめる。 
� 探経ૌおよび予後調査、掫拒২調査や業務ఒのためのアン崙ート調査 

2) 学会・医学誌等への発表 
� 特定の受診者・ਹ৷者・関બ者のඪ捁や事捁の学会、研捨会、学会誌等での報

告は、氏名、生ফ月日、住所等を拔掇することでᅮ名৲する。ᅮ名৲挚な場
合は、本人の同意を得る。 

3) 他の事業者等への情報提供をൣう事捁 
 当所の拻৶運営業務のうち、次の各項目を実施するため 

� 外部監査機関への情報提供 
� 当該ਹ৷者に挭サービスを提供する他の挭サービス事業者や挭捈護支拶

事業所等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 
V. 開示対象個人情報の開示等に関する求めの手続き 

当財団の開示対象個人情報についての開示等の求めは、以下の手続きにより受付いたします。 
※ 開示対象個人情報とは、崯ー崧ベース৲や拪৶された個人情報で、本人から求められるਹ৷目的の通

知、開示、内容の訂正、追加又は削除、ਹ৷の止、拔掇及び第三者への提供の止の求めのす峣
てに応じることができる権限を有するものです。 
ただし、次のいずれかに該当する場合は、開示対象個人情報ではありません。開示等の請求に応じられ
ない場合がありますのであらかじめごവഅください。なお、その場合は、その຺、৶を付記してご通知い
たします。 

① 当該個人情報の在否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産
に危害が及ぶおそれのあるもの（被害者等の個人情報） 

② 当該個人情報の在否が明らかになることによって、挆法又はਂ法なষನを捉শし、又はා発
するおそれがあるもの（反社会的団体等に関する個人情報） 

③ 当該個人情報の在否が明らかになることによって、বの安全が害されるおそれ、他ব拊しく
はব機関とのਦ関બが措な峹れるおそれ又は他ব拊しくはব機関との交掷上ਂਹ捍
を被るおそれのあるもの（外交・防衛関連の個人情報） 
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④ 当該個人情報の在否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は操作その他の公共
の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの（警察の捜査関連個人情報） 

(1) 開示等の求めの申出先 
以下の、個人情報相談窓口にご連絡ください。 

(2) 開示等の求め 
「個人情報開示請求書」をダウンロードし、郵送等によりお申し出ください。 

(3) 本人確認の方法 
お申し出内容により、以下のいずれかの方法によりご本人様の確認をさせていただきます。書類に本籍が
記載されている場合は該当箇所を塗りつぶしてください。 

1) 本人の場合 
次のいずれか書類１通 
① 運転免許証のコピー（現住所が記載されているもの） 
② パスポートのコピー（現住所が記載されているもの） 
③ マイナンバーカード、বড়ফস手、各捶ૣක手、各捶健康保険証、学生証のいず

れかのコピー（現住所が記載されているもの） 
2) 本人の法定৻৶人の場合 
下記に示す書類 1 通 

(ア) 親権者 
① ૺ籍謄本・ฺ本の写しなど本人と関બを証する書類１通 

(イ) ਛফ後ৄ人 
① 登記事項証明書（写し）１通 

(ウ) 未ਛফ後ৄ人 
① 未ਛফ後ৄ登記事項証明証（写し）１通 

3) 本人の任意৻৶人の場合 
下記の書類 1 通ずつ、合計２通 

① 本人が自署・押印した委任状（原本）１通 
② ৻৶人自身の「１؝本人の場合」①ع③のいずれか 1 通 

※ 尚、いただいた本人確認書類については、開示等の作業に必要な範囲に限定して取扱い、本人確認後
は当所にて責任をもって返却又は廃棄いたします。 

(4) 手続મおよびそのඉઽ方法 
開示等の求めに対して、当所がষう૪৶手続きのために必要なા৷として、実ાをྠ੧して合৶的で
あると認められる範囲内において、当所の「મস表」に準じた手ਯમを本人に請求いたします。ただし、
「મস表」に明記されていない૪৶手続きについては、１個人情報・１ൂに\1,050 円を請求いた
します。手ਯમは、当所受付にてお支払いください。 

(5) 本人への問合せの対応の結果の連絡 
以下の、問合せの対応の結果を、郵送等の方法によって文書にて回答いたします。 

1) 開示対象個人情報のਹ৷目的の通知 
2) 開示対象個人情報の開示 
3) 開示対象個人情報の訂正、追加又は削除 
4) 開示対象個人情報のਹ৷又は提供の否権 
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VI. 個人情報相談窓口 
開示請求、ご質問、ご相談及び苦情等は、以下の個人情報相談窓口をごਹ৷ください。 

� 個人情報相談窓口 （電話）０３－３８１４－２６６２ 
�  (メール)kondoukinen@tomisaka.or.jp 


